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医療情報取得加算及び医療ＤＸ推進体制整備加算の取扱いに関する 

疑義解釈資料について 

 

このことについて、日本薬剤師会を通じて厚生労働省保険局医療課から連絡

がありましたのでお知らせいたします。これらの資料につきましては、厚生労

働省ホームページにも掲載予定とのことです。 

○厚生労働省ホームページ 「令和６年度診療報酬改定について」 

厚生労働省トップページ > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 

> 医療保険 > 令和６年度診療報酬改定について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html 

********************************************************************** 

調剤報酬点数表関係 

（医療ＤＸ推進体制整備加算） 

【医療ＤＸ推進体制整備加算】 

問１ すでに医療ＤＸ推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、

令和６年 10 月１日からの医療ＤＸ推進体制整備加算の評価の見直し及びマ

イナ保険証利用率要件の適用に伴い、施設基準の届出を改めて行う必要があ

るか。 

（答）すでに医療ＤＸ推進体制整備加算の施設基準を届け出ている保険薬局は、 

届出直しは不要であること。ただし、すでに施設基準を届け出た保険薬局に 

おいて、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合には、10 月１日以 

降、医療ＤＸ推進体制整備加算を算定できないこと。 

問２ 各保険薬局は、自らの「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オン 

ライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」をどのように把握すればよ 

いか。 

（答）社会保険診療報酬支払基金から毎月中旬頃に電子メールにより通知され 

る予定である。なお、「医療機関等向け総合ポータルサイト」にログインし 

て確認することも可能である。 

問３ 保険薬局の責めによらない理由により、マイナ保険証利用率が低下 

することも考えられ、その場合に医療ＤＸ推進体制整備加算が算定でき 

なくなるのか。 

（答）「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」・「オンライン資格確 

認件数ベースマイナ保険証利用率」ともに、その時点で算出されてい 

る過去３か月間で最も高い率を用いて算定が可能である。 

問４ 社会保険診療報酬支払基金から通知されたマイナ保険証利用率を確 

認次第、月の途中から当該利用率に応じた当該加算の算定を行うことは 

可能か。 

（答）通知されたマイナ保険証利用率に基づく当該加算の算定は、翌月の 

適用分を通知しているため、翌月１日から可能。 

問５ 当該加算の施設基準通知において、「医療ＤＸ推進体制整備加算を 

算定する月の３月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代 

えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率 

を用いることができる。」、及び「医療ＤＸ推進体制整備加算を算定 

する月の２月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用 

率に代えて、その前月又は前々月のオンライン資格確認件数ベースマ 

イナ保険証利用率を用いることができる。」とあるが、具体的にはど 

のように用いることができるのか。 

（答）例えば令和６年 10 月分の当該加算算定におけるマイナ保険証利用 

率については、同年 7 月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率 

が適用されるが、同年５月あるいは６月のレセプト件数ベースマイナ 

保険証利用率を用いることが出来る。 

また、令和６年 10 月から令和７年１月までの経過措置期間におい 

ては、例えば令和６年 10 月分の当該加算算定において、同年８月の 

オンライン資格確認件数ベースの利用率を用いることができるが、同 

年６月あるいは７月のオンライン資格確認件数ベースの利用率を用 

いることが出来る。 

 ■選定療養についての通知文書をこちらに掲載しておりますので、ご参考くだ 

さい。https://x.gd/FONoB 
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